
２．昭和時代までの治水対策（豊川放水路）

豊川放水路中流部（施工前）

■昭和13年度から豊川放水路の建設工事に着手し、太平洋戦争の影響による中断を経
て、昭和40年度に完成しました。（約60戸の家屋移転）。

豊川放水路改修前の航空写真
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豊川放水路分派堰
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２．昭和時代までの治水対策（豊川放水路）

■豊川放水路の完成（昭和40年度）に伴い氾濫経路が変化するため、新たに生じる浸

水被害を回避する必要があることなどから、右岸の５つの霞堤を順次締め切りまし

た。

昭和63年 東上霞（締め切り前）

霞堤位置図 9平成13年 東上霞（締め切り後）

豊川

開口部

２．昭和時代までの治水対策（浸水被害）

■昭和43年8月、昭和44年8月に洪水が相次ぎ出水被害が発生しました。
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昭和44年8月5日6時20分頃一宮町地内左岸の江島地区
の堤防が100mにわたって決壊した。江島・金沢・東上の各
地区の約300戸が冠水し孤立しました。

昭和44年8（新城市豊島） 昭和44年8月（新城市八名井）

昭和43年8月洪水（新城市豊島）

昭和44年8月（旧一宮町江島）

位置図

昭和44年破堤箇所

２．昭和時代までの治水対策（下流部狭窄部対策）

■豊橋市内の狭窄部対策として、昭和47年より引堤工事に着手し、昭和62年に完成

させました（約100戸の家屋移転）。

豊橋市下地 右岸狭窄部（昭和48年）

右岸狭窄部の築堤完了（昭和62年）
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豊川放水路

２．昭和時代までの治水対策（事業効果の一例）

■台風15号（H23.9）では、基準地点石田地点で、約4,000m3/sの洪水が発生し、

豊川放水路で最大1,750m3/sの洪水を分流しました。

■仮に豊川放水路等がなかった場合、下条橋付近11.4k付近では水位が計画高水位を上

回り、堤防が破堤した場合には、周辺地域に甚大な被害が想定されました。

※霞堤からの浸水は除く
12

0ha

200ha

400ha

600ha

800ha

1000ha

放水路なし 放水路あり

0戸

1000戸

2000戸

3000戸

4000戸

5000戸

放水路なし 放水路あり

浸水戸数の比較

約4,400戸（想定）

0戸

浸水面積の比較

0ha

約940ha（想定）

下条橋

：想定破堤地点

放水路有無による浸水範囲の比較
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■水位低下効果(下条橋付近11.4kp)

計画高水位(TP+8.354m)

放水路事業を実施しなかった場合の想定水位（計算値）TP+10.41m

H23.9出水時の水位(計算値) TP+7.76m

最大約2.7m

の水位低下

放水路

本川

３．治水計画の概要（河川法の改正）

旧
制
度

新
制
度

旧
制
度

新
制
度

内容⇒河川整備の目標
河川工事（ダムも含む）、河川の維持の内容

原 案

河川整備計画の
決定・公表

学識経験者

意見 公聴会の開催等に
よる住民意見の反映

地方公共団体の長

意見

意見

河川整備計画の
案の決定

内容 ⇒基本方針
基本高水、計画高水流量等

河川整備基本方針
の案の作成

河川整備基本方針
の決定・公表

社会資本整備
審議会
（一級水系）
都道府県河川
審議会
（二級水系）

意見

都道府県河川審議会
がある場合

河
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事
、
河
川
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河
川
整
備
基
本
方
針

河
川
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備
計
画

内容⇒基本方針、基本高水、計画高水流量等
主な河川工事（ダムも含む）の内容

工事実施基本計画
の案の作成

工事実施基本計画
の決定

河川審議会
（一級水系）意見

河
川
工
事

工
事
実
施
基
本
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内容⇒基本方針、基本高水、計画高水流量等
主な河川工事（ダムも含む）の内容

工事実施基本計画
の案の作成

工事実施基本計画
の決定

河川審議会
（一級水系）意見

河
川
工
事

工
事
実
施
基
本
計
画

■平成９年の河川法改正により、従来の「治水」「利水」の目的に加え、「河川環境
の整備と保全」を追加、さらには計画策定プロセスに関係住民、地方公共団体の長、
学識経験者の意見を反映させる手続きを導入しました。

■治水計画については、長期的目標である「河川整備基本方針」と概ね20～30年間の
具体的な河川整備に関する事項を定める「河川整備計画」に区分して策定すること
となりました。

■河川法改正
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河川整備基本方針 河川整備計画

内 容

河川の整備を行うにあったっての長
期的な基本方針、河川の整備の基本と
なる事項

河川整備基本方針に沿って、計画的に河
川の整備を実施すべき区間について、当該
河川の整備に関する具体的な計画

記載事項
○河川の総合的な保全と利用に

関する基本方針
○河川整備計画の目標に関する事項

○河川の整備の基本となるべき事項
・基本高水並びにその河道及び
洪水調節施設への配分

・主要な地点における計画高水流量
・主要な地点における計画高水位及
び計画横断形に係る川幅

・主要な地点における流水の正常な
機能を維持するため必要な流量

○河川の整備の実施に関する事項
・河川工事の目的、種類及び施行の

場所並びに当該河川工事の施行に
より設置される河川管理施設の機
能の概要

・河川の維持の目的、種類及び施行
の場所

３．治水計画の概要（河川整備基本方針、河川整備計画とは）
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■河川整備の長期的な基本方針を「河川整備基本方針」として策定したうえで、河川
整備基本方針」に沿って、概ね20～30年間の具体的な河川整備に関する事項を定め
る「河川整備計画」を策定します。

３．治水計画の概要（河川整備基本方針の概要）

基本高水は、昭和43年8月洪水、44年8月
洪水等の既往洪水について検討した結果、
そのピーク流量を基準地点石田において
7,100m3/sとし、このうち流域内の洪水調
節施設により3,000m3/sを調節して、河道
への配分流量を4,100m3/sとする。

■河川整備の基本となる事項

豊川水系河川整備基本方針（平成１１年１２月１日策定）

(1)基本高水並びにその河道及び洪水調節施
設への配分に関する事項

計画高水流量は、石田において
4,100m3/sとし、支川の合流量等を考慮し
当古において4,550m3/sとし、行明におい
て豊川放水路1,800m3/sを分派し、さらに
その下流支川の合流量を合わせ豊橋にお
いて2,850m3/sとし、その下流では河口ま
で同流量とする。

(2) 主要な地点における計画高水流量に関する
事項
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３．治水計画の概要（基本高水・計画高水の考え方）
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■基本高水のピーク流量は、工事実施基本計画(昭和46年策定)にて、基準地点石田で7,100m3/sと
し、河川整備基本方針策定時に検証しています。

■豊橋市街地付近では、東名高速道路等の主要な交通機関が横断しており、堤防の嵩上げや再度
の引堤による社会的影響や大幅な河道掘削による河川環境への影響を考慮すると、河道での高
水処理可能量は4,100m3/s程度が限界となります。

堤防嵩上げに伴い東海道新幹線鉄道橋も含めて橋梁架け替えが必要となる

▽堤防嵩上げ案HWL

▽現行HWL
3m程度HWLを高く
する必要がある

●堤防嵩上げイメージ ●引堤案イメージ

●河道掘削イメージ

３．治水計画の概要（河川整備計画の概要）

河川整備計画では、戦後最大流量（4,650m3/s※）となった昭和44年8月洪水が
再来した場合の水位をほぼ全川で計画高水位以下に低下させ、破堤等による甚大
な被害を防止するとともに、霞堤地区の浸水被害を軽減する。さらに基本高水相
当の洪水に対しても被害の軽減を図ることを、計画対象期間における目標とする。
また、内水氾濫による床上浸水等の被害の軽減や、地震に伴う基礎地盤の液状

化等による堤防沈下等が生じた場合の浸水等の二次災害の発生の軽減を図る。

■洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標

豊川水系河川整備計画
（平成１３年１１月２８日策定 （平成１８年４月６日一部変更））

■計画対象期間

本整備計画は、河川整備基本方針に基づいた河川整備の当面の目標であり、そ
の対象期間は概ね30年とする。

河川名 地点名 目標流量
洪水調節施設に
よる調節流量

河道整備流量

豊川 石田 4,650 550 4,100

河川整備計画において目標とする流量と河道整備流量（単位；m3/s）

17

３．治水計画の概要（河川整備計画メニューの考え方）

ダムによる水位低下

放水路
（洪水バイパス）

放水路による水位低下引堤による河道断面の増大

河道掘削による河道断面の増大

大洪水が発生すると河川水位が上昇し氾濫します

■河川整備計画の目標流量に対して、河道整備や洪水調節施設を組み合わせ、洪水を
安全に流せるように必要な事業を進めていきます。
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そのため
には

豊川では、戦後最大流量（4,650m3/s）と
なった昭和44年8月洪水が再来した場合の
水位をほぼ全川で計画高水位以下に低下
させ、破堤等による甚大な被害を防止す
ることを目標にしています。

洪水調節施設による調節流量
（550m3/s）

河道整備流量
（4,100m3/s）

３．治水計画の概要（河川整備計画における事業内容）
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■豊川水系河川整備計画の目標達成に向け、それぞれの目標が調和しながら達成され
るよう、次の施策を総合的に進めます。

河川整備計画施工箇所位置図河川整備計画における施策のイメージ



霞堤対策３．治水計画の概要（基本高水の決定過程）３．治水計画の概要（河川整備計画における事業事例（霞堤対策））

石田基準点
■

豊川放水路（昭和40年完成）

金沢霞

下条霞

賀茂霞

牛川霞

■河川整備計画における霞堤に関する記述は下記のとおりで、関係機関との調整を
行っています。

○下条、賀茂および金沢の各霞堤では、小堤の設置とあわせて関係自治体が実施する建築物の
建築制限等の土地利用規制およびきめの細かいハザードマップ等のソフト対策などにより浸
水被害の軽減を図る。

○牛川霞堤については、下流からの河川改修の進展により、他の地区への水位上昇などの影響
がなくなったことから、土地利用計画等と調整の上継続して築堤により無堤部を解消する。
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■豊川本川おいて、洪水時の水位低下を図るための低水路拡幅、河道内樹木の一部伐
採を自然環境に配慮しながら、実施しております。

実施箇所
江島地区

３．治水対策の概要（河川整備計画における事業事例（河道改修））
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■大村地区は、堤防断面が不足し湾曲部でもあったことから、破堤等による甚大な
被害を防止するため、堤防整備を実施しました。（平成23年7月完成）

実施箇所
大村地区

豊橋市
大村町

既設堤防

築堤盛土

計画高水位

豊川
豊川

事業前 事業後

■堤防整備区間 １，０２３ｍ
（堤防幅６ｍ（旧堤防幅４ｍ）

【イメージ図：堤防整備（堤防補強）】

３．治水対策の概要（河川整備計画における事業事例（河道改修））
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■かつて豊川下流域の堤内地にあった氾濫原や湿田等の湿地環境が減少しています。
河川域においても多様な生物の生息環境が減少しており、このような背景のもと、
ヨシ原・砂州の復元を実施しています。

３．治水対策の概要（河川整備計画における事業事例（環境整備））
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再生前

再生後
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